
平成31年度　募集要項

推薦入試 一般入試

募集定員

出願資格
　平成31年3月に中学校卒業見込みの者で、
出身中学校長の推薦を得た者

①平成31年3月中学校卒業見込みの者
②中学校を卒業した者

　平成31年1月7日（月）～1月8日（火） 　平成31年1月31日（木）～2月1日（金）

　受付時間は、午前9時より午後4時まで 　受付時間は、午前9時より午後4時まで

　郵送の場合は、8日必着とする 　郵送の場合は、2月1日必着とする

出願手続
　下記の書類に受検料を添え、出身中学校長を
経て本校へ直接提出するか、または、郵送して下
さい

　下記の書類に受検料を添え、出身中学校長を経て
本校へ直接提出するか、または、郵送して下さい

　①入学願書　（本校所定用紙） 　①入学願書　（本校所定用紙）
　②入学志願者調査書　（県立高校と同一様式） 　②入学志願者調査書　（県立高校と同一様式）
　③推薦書　（本校所定用紙） 　③志願者名簿　（本校所定用紙　※2枚提出）
　④志願者名簿　（本校所定用紙　※2枚提出） 　④受検料
　⑤受検料

　日時　平成31年1月11日（金）　午前9時 　日時　平成31年2月7日（木）　午前9時

　会場　本校 　会場　本校

　学力検査（国語・数学）および面接 　学力検査（国語、社会、数学、理科、英語）

合格発表 　平成31年1月17日(木） 　平成31年2月13日(水）

入学手続
　入学金と施設設備費を、下記の期日までに
納入する

　入学金と施設設備費を、下記の期日までに
納入する

　①一次納入金　（入学金の一部） 　①一次納入金  （入学金の一部）
　　1月21日（月）まで 　　2月21日（木）まで
　②二次納入金　（入学金の残額と施設設備費の
合計）

　②二次納入金　（入学金の残額と施設設備費の
合計）

　　3月19日(火)まで 　　3月19日(火)まで

※上記に指定する期日までに手続が行なわれなかった場合は、入学の意志が無いものとみなします。
　　また、一旦納入された入学金等は、理由の如何にかかわらず返却しません。
※専願優遇制度を希望する者は、上記日程にかかわらず、1月21日(月)までに
　　入学時納入金(入学金および施設設備費の合計額)全額を納入しなければなりません。

学費等 　入学後は、授業料の他に、修学旅行積立金、生徒会費、ＰＴＡ会費等を
　毎月納入いただくことになります。
　※在学中の学費等は、諸般の事情により変更することがあります。

情報機械科　150名（推薦・一般）　男女共学

出願期間

選考方法



◆奨学生制度
　学業においては、本校の推薦入試および一般入試(参考受検)のどちらも受検する者で、さらに
中学および本校入学試験の成績優秀者であって、
(1) 所属中学校長の推薦(推薦書)を得た者。
(2) 国公立または他の私立高校は受検しない者。
(3) 生活態度良好で他の生徒の模範となる者。
　部活動においては、本校の推薦入試および一般入試(参考受検)のどちらも受検する者で、さらに
中学および本校入学試験の成績優秀者であって、上記(1)(2)(3)に該当する者が
(4) 技能優秀で、本校入学後もその能力を十分に発揮し得る者。
　上記の項目をいずれも満たしている者について、本校で定める奨学生制度に基づき、
奨学金を支給します。(授業料等債権と相殺する)
※この制度に該当する合格者も通常の入学手続きをしていただきます。
※奨学生(学業奨学生、特別活動奨学生)の人数は平成31年度入学生全体で若干名とする。

◆専願優遇制度
　本校の推薦入試および一般入試(参考受検)のどちらも受検する者で
(1) 国公立または他の私立高校は受検しない者。
(2) 所属中学校長の推薦(推薦書)を得た者。
(3) 中学校での評価点、本校の学力試験および面接試験が良好である者。
(4) 入学後、1学期の学業成績および生活態度が良好である者。
　上記の項目をいずれも満たしている者について、
入学時納入金のうち施設設備費相当額を、1学期終業式後に返金します。
※専願であっても、入学許可を約束するものではありません。
※この制度に該当する合格者も通常の入学手続きをしていただきます。
　　ただし、入学時納入金は、平成31年1月21日(月)までに全額納入していただきます。
※具体的な返金方法は、1学期末考査終了後に本校より連絡します。
※他の制度により施設設備費相当額を免除されている者は、返金対象とはしません。

◆家族優遇制度
　本校の推薦入試または一般入試のどちらかを受検する者であって、
所属中学校長の推薦(推薦書)を得て本校を受検し(専願か併願かは問わない)、
所属中学校での評価点、本校の学力試験および面接試験が良好である者が
入学後、1学期の学業成績および生活態度が良好であった場合、
(1) 保護者または兄姉が本校卒業生である者には
　　　入学時納入金のうち施設設備費相当額を返金します。
(2) 入学時に、本校に兄姉が在籍している者には
　　　入学時納入金のうち入学金および施設設備費相当額を返金します。
(3) 本校を兄弟姉妹で同時に受検し、同時に入学した者には
　　　一人分の入学時納入金のうち入学金および施設設備費相当額を返金します。
　上記(1)(2)(3)のいずれかを満たしている者には
1学期終業式後に返金します。
※この制度に該当する合格者も通常の入学手続きをしていただきます。
※具体的な返金方法は、1学期末考査終了後に本校より連絡します。
※他の制度により入学金または施設設備費相当額を免除されている者は、返金対象とはしません。


